
暗号資産交換業者および資金移動業者宛てのお振込

について 
 

 

不正送金や特殊詐欺事件等における被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者

の金融機関口座宛てに送金される事例が多発しています。 

当組合では、お客さま保護ならびに不正送金および特殊詐欺の被害を防止する

観点から、暗号資産交換業者および資金移動業者の金融機関口座宛てのお振込

みに際し、振込依頼人名が口座名義から変更されている場合は、お取扱いでき

ない場合がございます。 

お客さまの大切な資産をお守りするため、何卒ご理解とご了承を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 


